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備考

令和５年度　災害対応備蓄品（飲料水）購入
支出負担行為担当官
中部地方整備局長　佐藤　寿延
名古屋市中区三の丸2-5-1名古屋合同庁舎第2号館

令和6年2月22日
プラス株式会社　ジョインテックスカンパニー　中部支社
名古屋市中区新栄１－７－７

6010401066617 8,674,933 8,674,933 100.00%

令和６年能登半島地震における緊急作業その２
分任支出負担行為担当官
中部地方整備局　高山国道事務所長　東　佑亮
高山市上岡本町７丁目４２５番地

令和6年2月29日
ナガイ株式会社
岐阜県大野郡久々野町大字柳島３２０

2200001025024

　本業務は、令和６年１月１日に発生した能
登半島地震への緊急支援活動に関し、災
害対策用機械への給油作業及び他事務所
所有の待機支援車の運搬配備等を行うも
のである。　平成２８年３月３１日付けで高
山国道事務所長と一般社団法人飛騨三協
防災対策協議会とで締結した「災害又は重
大な事故における応急対策及び災害支援
の業務に関する協定」に基づき、令和６年１
月５日付けで要請を行った上、緊急要請に
対応可能な者としてナガイ株式会社を特定
し、随意契約するものである。〈適用法令〉
会計法第２９条の３第４項予決令第１０２条
の４第３号

2,552,000 2,541,000 99.56%

令和６年能登半島地震における緊急作業
分任支出負担行為担当官
中部地方整備局　高山国道事務所長　東　佑亮
高山市上岡本町７丁目４２５番地

令和6年2月29日
株式会社イビソク
大垣市築捨町３－１０２

9200001013229

　令和６年１月１日に発生した能登半島地
震に伴い、各所で道路寸断されたことに
よって国道２４９号で交通渋滞が発生したこ
とから、道路利用者への情報提供や、復旧
作業にあたる関係各所の車両の統制のた
め、交通量等を把握する必要が生じた。し
かし、災害に伴う被害確認や復旧作業等
の業務によって北陸地方整備局の処理能
力が逼迫していたことから、中部地方整備
局が業務補助の要請を受け、可搬式交通
量測定機を保有している高山国道事務所
に対して、令和６年１月５日から測定作業を
実施するよう指示があったものである。以
上のとおり、緊急的に作業を開始する必要
が生じたものであるが、本作業にあたって
は使用機器の取り扱い方法を熟知している
必要がある。上記業者は、令和５年１２月２
２日をもって完了した「令和５年度　飛騨地
域交通量調査業務」の受注者であり、この
業務の中で当該機器を使用していることか
ら、取り扱い方法を熟知しており、作業につ
いても対応可能であるとの承諾を得られた
ことから、随意契約を行うものである。〈適
用法令〉会計法第２９条の３第４項予算決
算及び会計令第１０２条の４第３号

3,377,000 3,377,000 100.00%

能登半島地震に係わる待機支援車管理作業
分任支出負担行為担当官
中部地方整備局三重河川国道事務所長　時岡　利和
津市広明町２９７番地

令和6年2月29日
（株）杉本組
三重県四日市市石原町１

  本作業は、令和６年１月１日に発生した令
和６年能登半島地震により被災した地域の
支援を行うため派遣されたテックフォース隊
員、作業員等が近傍に宿泊施設を確保で
きないため、仮眠施設として能登空港に設
置された待機支援車の管理運営など、災
害対策本部の計画に基づき、後方支援を
行うものである。また本作業は被災地の被
害が甚大なものであり緊急かつ継続的に
実施する必要があることから、日頃から災
害支援に関する高い意識を持っていること
及び迅速に支援体制がとれることが必要と
なる。上記業者は、当事務所と「災害又は
事故における緊急的な応急対策の支援に
関する協定」を締結している一般社団法人
三重県建設業協会の会員であり、過去５年
間の災害対策用機械等操作訓練への参
加、洪水時河川巡視の協定締結など、災
害時の緊急的な出動等に常時体制を整え
ていることから、今回の支援体制を即日に
とることが可能である。以上の理由により
他に競合できる者はないため、会計法第２
９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０
２条の４第３号により上記業者と随意契約
を行うものである。〈適用法令〉会計法第２
９条の３第４項予決令第１０２条の４第３号

1,452,000 1,452,000 100.00%

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

（注1）公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に

単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

（注2）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。


